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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成26年7月17日(2014.7.17)

【公表番号】特表2014-500170(P2014-500170A)
【公表日】平成26年1月9日(2014.1.9)
【年通号数】公開・登録公報2014-001
【出願番号】特願2013-528686(P2013-528686)
【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｋ  35/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  27/01     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/64     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｋ  35/00    　　　Ａ
   Ｇ０２Ｂ  27/02    　　　Ａ
   Ｈ０４Ｎ   5/64    ５２１Ｚ
   Ｇ０９Ｆ   9/00    ３５９Ｚ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成26年6月2日(2014.6.2)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】ヘッドアップディスプレイ用投影スクリーンを動かすアセンブリ
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッドアップディスプレイ用投影スクリーンを動かすアセンブリに関する。
このような投影スクリーンはまた、コンバイナとも称される。
【背景技術】
【０００２】
　これらは、運転者の視野にある車両フロントガラスに取り付けられる。車両情報が、Ｔ
ＦＴディスプレイによって投影スクリーン上に投影される。これらの投影スクリーンは、
使用しない場合、車両運転者の視野から取り除かれるのが望ましく、これは一般に投影ス
クリーンを折り畳むことによって行われる。さらに、投影スクリーンは、高温、日光、及
び引っかき傷により引き起こされる高レベルの機械的及び熱的応力にさらされる。したが
って、これらのコンポーネントは通常、車両の耐用年数の間に何回か交換する必要がある
。取り付け時及び使用中双方において投影スクリーンの位置を調整する必要があり得る。
双方の動きに対し回転継手を設ける必要がある。その軸まわりに投影スクリーンが枢動可
能である。
【０００３】
　従来技術により周知のバージョンは関節アセンブリを使用する。これの回転軸は、投影
スクリーンの下縁又は下方に位置する。しかしながら、最高の光学的品質は、当該回転軸
が投影スクリーンの中心又は中心近くに位置する場合に達成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／１６６５０１（Ａ１）号明細書
【特許文献２】国際公開第９８／２０３８０（Ａ１）号パンフレット
【特許文献３】独国特許出願公開第１０２００９０４０７０２（Ａ１）号明細書
【特許文献４】欧州特許出願公開第１９２１３４０（Ａ１）号明細書
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の目的は、投影スクリーンが、当該投影スクリーンの中心近傍に配置される軸ま
わりに枢動することができる、最初に述べたタイプのアセンブリを与えることにある。
【０００６】
　この目的は、本発明によれば、機械的カップラ機構に台が接続されるアセンブリによっ
て達成される。当該機械的カップラ機構は、車両部分に固定され得るベース部材を有する
。
【０００７】
　有利なバージョンにおいて、当該機械的機構は四軸機構として設計される。カップラが
、第１及び第２接続部材を介してベース部材に関節状に接続される。台は四軸機構のカッ
プラに固定される。
【０００８】
　四軸機構に基づくカップラ機構により、多くの異なる態様の動きを単純な手段によって
実現することができる。
【０００９】
　当該機構の継手は、機械的な滑り軸受又は転がり軸受台として設計することができる。
特に好都合なバージョンは、好ましくはばね継手の形態の、材料的に一体の継手を使用す
る。材料的に一体の継手は、摩擦なし及びメンテナンスなしの点で優れ、長い耐用年数が
確保される。
【００１０】
　さらに有利な実施例において、平行に配列される２つの機構が使用される。この目的の
ため、便宜上、２つの四軸アセンブリが連結され、台が接続要素に固定される。当該２つ
の四軸アセンブリは、当該接続要素に接続される。
【００１１】
　当該２つの機構の同じ動きシーケンスを達成するには、接続要素を介して連結される２
つの同じ四軸アセンブリを使用するのが好都合である。
【００１２】
　好ましいバージョンにおいて、当該接続要素は、いずれの場合も当該２つの四軸アセン
ブリの部材又は継手を接続する接続ロッドからなる。
【００１３】
　添付の概略図によって本発明が詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】四軸アセンブリの概略図を示す。
【図２】２つの四軸アセンブリを有する可能な実施例の斜視図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、ベース部材１が枠に固定された四軸機構アセンブリを概略的に示す。ベース部
材１の両端は、回転継手によって第１接続部材２及び第２接続部材３に接続される。そし
て接続部材２及び３は、カップラ４に関節状に接続される。投影スクリーン７が取り付け
られる台６が、カップラ４に固定される。
【００１６】
　図２に示される実施例において、２つの同じ四軸アセンブリが使用される。これらは、
接続要素によって互いに連結される。台６を固定する設備が、当該接続要素上に配置され
る。接続要素は、４つの接続ロッド５からなる。４つの接続ロッド５は、いずれの場合も
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、当該２つの四軸アセンブリの同じ部材又は類似の継手を接続する。
【００１７】
　部材１から４の大きさ及び長さの関係に基づいて、カップラ４と接続される台６に対し
て、ひいては投影スクリーン７に対して意図される複数の動き曲線を実現することができ
る。これらの動き曲線はまた、特に、投影スクリーンの所望される傾動も達成する。
【符号の説明】
【００１８】
　１　ベース部材
　２　第１接続部材
　３　第２接続部材
　４　カップラ
　５　接続ロッド
　６　台
　７　投影スクリーン
 
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッドアップディスプレイ用投影スクリーン（７）を動かすアセンブリであって、
　前記投影スクリーン（７）を固定する台（６）を有し、
　前記台（６）は、車両部分に固定され得るベース部材（１）を有する機械的カップラ機
構に接続され、
　前記機械的カップラ機構を構成する接続部材同士の継手が、材料的に一体の継手として
設計されるアセンブリ。
【請求項２】
　前記機械的カップラ機構は四軸機構として設計され、
　前記ベース部材（１）には、第１接続部材（２）及び第２接続部材（３）を介してカッ
プラ（４）が接続され、
　前記台（６）は、前記四軸機構の前記カップラ（４）に固定される、請求項１に記載の
アセンブリ。
【請求項３】
　２つの機械的カップラ機構が平行に配列される、請求項１又は２に記載のアセンブリ。
【請求項４】
　前記２つの機械的カップラ機構は接続要素を介して連結され、
　前記台（６）は前記接続要素に固定される、請求項３に記載のアセンブリ。
【請求項５】
　前記２つの機械的カップラ機構は同じ設計である、請求項４に記載のアセンブリ。
【請求項６】
　前記接続要素は接続ロッド（５）である、請求項４又は５に記載のアセンブリ。
【請求項７】
　前記台（６）を固定する設備が、前記接続要素上に配置される、請求項５又は６に記載
のアセンブリ。
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